[bookmark: _Hlk189230807]【お知らせ】「物流倉庫」が特定技能・育成就労制度の対象分野に追加されました。（日本倉庫協会メルマガ　Vol.652）

表題の件について、日本倉庫協会よりメルマガの送付がありましたのでお知らせ致します。


本日（1/23）の閣議において、
「特定技能の在留資格に係る制度の運用に関する方針及び育成就労に係る制度の運用に関する方針」が閣議決定されました。
これにより、「物流倉庫分野」が特定技能・育成就労制度の対象分野として追加されました。
実際には、特定技能として就業するためには「特定技能1号評価試験」に合格することが必要ですが、試験については準備中であること。また、受け入れる企業は、分野別の協議会に加入することが必要ですが、協議会の設置もこれからであることから、受入れの開始はこれらのセッティングが出来次第ということになります。
時期については現状未定のため、情報がわかり次第お知らせいたします。
一方、育成就労制度は、制度自体令和9年4月の運用開始となります。
今後、日倉協では、特定技能、育成就労それぞれの制度の説明を中心に、ウェビナーによる説明会を実施予定（２月）。
また、3月から6月にかけて、各地区・連合会単位で対面の説明会を行い、実際に採用を検討されている企業向けに詳細説明を行う予定です。
詳細につきましては、追ってお知らせいたしますので、関心のある方は、今後の情報をお待ちください。
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